
  
  

 
 

水
道
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

 

水
道
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。 

 

第
五
十
三
条
第
四
号
の
改
正
規
定
、
同
条
第
十
号
の
改
正
規
定
及
び
同
号
を
同
条
第
十
一
号
と
し
、
同
条
中
第
九
号
を
第
十

号
と
し
、
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
七
号
の
次
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
を
削
る
。 

 

第
五
十
五
条
第
二
号
の
改
正
規
定
及
び
同
条
第
三
号
の
改
正
規
定
中
「
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
第
四
十
条
第
八
項
」
の
下

に
「
（
第
二
十
四
条
の
八
第
一
項
（
第
三
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
」
を
「
改
め
る
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
十
一
条
の
改
正
規
定
の
う
ち
同
条
中
「
、
第
二
十
四
条
の
三
（
第
七
項
を
除
く
。
）
、
第
二
十
四
条
の
四
、
第
二
十
四

条
の
五
、
第
二
十
四
条
の
六
（
第
一
項
第
二
号
を
除
く
。
）
、
第
二
十
四
条
の
七
、
第
二
十
四
条
の
八
（
第
三
項
を
除
く
。
）
、

第
二
十
四
条
の
九
か
ら
第
二
十
四
条
の
十
三
ま
で
」
を
「
並
び
に
第
二
十
四
条
の
三
（
第
七
項
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
条

の
表
第
二
十
四
条
の
四
第
一
項
の
項
か
ら
第
二
十
四
条
の
八
第
二
項
の
項
ま
で
を
削
る
。 

 

第
二
十
四
条
の
三
の
次
に
十
条
を
加
え
る
改
正
規
定
を
削
る
。 


